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豊田市産業パワーアップ支援補助金交付要綱 
 
（趣旨） 
第１条 この要綱は、豊田市補助金等交付規則（昭和４５年規則第３４号。以下「規則」

という。）に定めるもののほか、中小企業者の事業活動に要する経費に対する補助金の交
付に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 
（定義） 
第 2 条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 
（１）「中小企業者」 中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１項各号の 

いずれかに該当する者をいう。 
（２）「商業」 日本標準産業分類(平成 25 年 10 月改定、平成 26 年 4 月 1 日施行)にお

ける「Ｆ.電気・ガス・熱供給・水道業」から「Ｒ.サービス業（他に分類されないも
の）」に分類される産業をいう。 

（３）「建設業」 日本標準産業分類(平成 25 年 10 月改定、平成 26 年 4 月 1 日施行)に
おける「D.建設業」に分類される産業をいう。 

（４）「産業」 商業と建設業をいう。 
（５）「事業転換」 現在営んでいる事業から、新たな事業に転換することをいう。具体的 

には、主たる事業（売上高構成比率の最も高い事業が属する、総務省が定める日本   
標準産業分類に基づく細分類の産業をいう。）を変更することをいう。 

（６）「事業拡大」 現在営んでいる事業の規模を拡大することや主たる事業を維持しつつ、 
新たに事業に取組むことをいう。 

（７）「業務効率化」 現在営んでいる事業において、業務にかかる時間や費用、人工など 
を削減する取り組みをいう。 

 
（補助金の交付目的） 
第３条 この補助金は、売上向上につながる事業転換、事業拡大又は業務効率化に意欲を

有する中小企業者の挑戦を支援することにより、経営基盤の強化を図ることを目的とす
る。 

 
（補助対象事業者） 
第４条 補助金の交付対象となる者（以下「補助対象事業者」という。）は、第８条に規定

する補助金の採択申請時点から遡って１年以上市内で事業を営む中小企業者で、豊田商
工会議所若しくは藤岡商工会、小原商工会、足助商工会、下山商工会、旭商工会、稲武
商工会（以下「市内商工会」という。）又はその他市長が特別に認めた団体のいずれかの
会員のうち、次の要件を全て満たすものとする。 

（１）法人等（法人若しくは団体又は個人をいう。以下同じ。）の役員等（法人にあっては
非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の
役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は
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営業所を代表する者をいう。以下同じ。）に暴力団員による不当な行為の防止等に関
する法律（平成3年法律第77号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」
という。）又は暴力団員ではないが同条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」とい
う。）と関係を持ちながらその組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者（以
下「暴力団関係者」という。) がいないこと。 

（２）暴力団員又は暴力団関係者（以下「暴力団員等」という。）がその法人等の経営又は
運営に実質的に関与していると認められないこと。 

（３）法人等の役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が
経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしていると認めら
れる者でないこと。 

（４）法人等の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若
しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与
するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められる者でないこと。 

（５）法人等の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関
係を有していると認められる者でないこと。 

（６）法人等の役員等又は使用人が、第１号から前号までのいずれかに該当する法人等で
あることを知りながら、これを利用するなどしていると認められる者でないこと。 

（７）豊田市税を滞納していないこと。 
（８）第９条の規定により、採択する旨の通知を受けていること。 
 
（補助対象事業） 
第５条 補助金の交付対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、経営基盤の強

化を図ることを目的とし、新たに挑戦する取組であって、次の要件を全て満たすものと
する。 

（１）産業における取組 
（２）市内で実施する取組 
（３）売上向上につながる事業転換、事業拡大又は業務効率化の取組 
２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は、補助の対象としな

い。 
（１）補助金の交付対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）の合計額が１０万円    

に満たない事業であるもの。 
（２）同一の補助対象経費に対して、国、愛知県及びその他の機関から補助金等の交付を

受けている又は受けようとしている事業であるもの。 
（３）事業を実施するうえで、法令に抵触する恐れのあるもの。 
（４）宗教活動又は政治活動を目的としたもの。 
（５）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第 122 号）第

２条に定める風俗営業等にあたるもの。 
 
（補助対象経費） 
第６条 補助対象経費は、補助対象事業に要する経費のうち、機械装置費、システム構築

費、建設・改修費、備品費、ウェブサイト関連費、プロモーション費に限る。 
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２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものは補助対象経費としない。 
（１）消費税相当額 
（２）地方消費税相当額 
 
（補助金額等） 
第７条 補助金の額は補助対象経費の２分の 1 以内とし、限度額については１００万円と

する。補助対象経費に２分の１を乗じた額に１，０００円未満の端数が生じたときは、
これを切り捨てるものとする。 

 
（補助金の採択申請手続等） 
第８条 補助金の交付を希望する者（以下「申請者」という。）は、豊田市産業パワーアッ

プ支援補助金採択申請書（様式第１号）を市長に提出しなければならない。ただし、採
択申請期限は市が別途公表する期日とする。 

 
（補助採択結果の通知等） 
第９条 市長は、前条の採択申請書の提出があったときは、豊田市産業パワーアップ支援

補助金採択審査会（以下「審査会」という。）に諮り、事業計画を審査したうえで補助金
の交付対象となる補助対象事業者を決定するものとし、その結果について、申請者に豊
田市産業パワーアップ支援補助金審査結果通知書（様式第２号（その１又はその２））に
より、通知するものとする。 

 
（補助金の交付申請手続等） 
第１０条 補助対象事業として採択する旨の通知を受けた補助対象事業者は、豊田市産業

パワーアップ支援補助金交付申請書（様式第３号）を市長に提出しなければならない。
ただし、交付申請期限は市が別途周知する期日までとする。 

 
（交付の決定） 
第１１条 市長は、前条の規定により補助金の交付の申請があったときは、その内容を審

査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、交付の承認を決定するもの
とし、その決定について、補助対象事業者に豊田市産業パワーアップ支援補助金交付決
定通知書（様式第４号）により通知するものとする。 

２ 市長は、前項に規定する補助金の交付の承認の決定（以下「交付決定」という。）をす
る場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要と認めるときは、条件を付す
ことができる。 

３ 市長は、本補助金の交付事務に必要な内容に関し、申請者の同意を得た上で、法人・
任意団体等の場合は市税の収納状況を、個人・個人事業主等の場合は住民基本台帳の閲
覧及び市税の収納状況を確認することができる。 

４ 交付決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、豊田市が運用する「とよた産
業ナビ」等に掲載するための取材や写真撮影に応じるよう努めることとする。 

５ 第１項の交付決定は、同一補助事業者に対し、同一年度当たり１回限りとする。 
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（補助事業の取下げ） 
第１２条 補助事業者は、前条第１項の規定による通知を受けた場合において、当該通知

に係る補助金の交付決定内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を
受けた日から１５日以内に補助金の交付申請の取り下げをすることができる。 

２ 前項の規定による取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の申請はなかったも
のとみなす。 

 
（実施期間） 
第１３条 第１１条第１項の規定による交付決定を受けた補助対象事業（以下「補助事業」

という。）の着手は、第１１条第１項に規定する交付決定の日以降とし、事業完了は、当
該年度の３月３１日までとする。 

２ 前項に規定する事業完了とは、補助事業に係る全ての支払いを完了させ、採択事業計
画書（様式第１号－２）又は事業計画書（様式第３号－２）に記載した取組を開始した
状態をいう。 

 
（内容変更等） 
第１４条 補助事業者は、補助事業の内容の変更（廃止及び中止を含む。）をする場合は、

直ちに市長に豊田市産業パワーアップ支援補助金変更承認申請書（様式第５号）を提出
し、その承認を受けなければならない。ただし、市長が特に必要がないと認めるときは、
この限りでない。 

２ 市長は、前項に規定する補助金の交付の変更承認の決定（以下「変更交付決定」とい
う。）をする場合において、補助金交付の目的を達成するために必要と認めるときは、条
件を付すことができる。 

 
（内容変更の決定） 
第１５条 市長は、前条第１項の規定による豊田市産業パワーアップ支援補助金変更承認

申請書を受理したときは、変更内容を審査し、変更の承認を決定するものとし、その決
定について、補助事業者に豊田市産業パワーアップ支援補助金変更決定通知書（様式第
６号）により、通知するものとする。補助金の額は、原則交付決定額を上限とするが、
やむを得ない事由により変更承認申請があった場合は、増額することができる。 

 
（実績報告） 
第１６条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、完了の日から起算して３０日を経

過した日又は当該年度の３月３１日のいずれか早い日までに、豊田市産業パワーアップ
支援補助金実績報告書（様式第７号）を市長に提出しなければならない。 

 
（額の確定及び交付） 
第１７条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その内容を確認し、適当

と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定するとともに、豊田市産業パワーアップ
支援補助金確定通知書（様式第８号）により補助事業者に通知するものとする。 
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2 補助事業者は、前項の規定により豊田市産業パワーアップ支援補助金確定通知書の交
付を受けたときは、市長が指定する請求書により、速やかに補助金の請求をするものと
する。 

３ 市長は、前項の規定により補助事業者から補助金の請求を受けたときは、第１項の規
定により確定した補助金額を当該補助事業者に交付するものとする。 

 
（豊田市産業パワーアップ支援補助金採択審査会） 
第１８条 第９条の規定による諮問に応じ、事業計画の審査をするため、審査会を置く。 
２ 委員は、豊田市商業振興委員会委員又は産業の振興に関し優れた識見を有する者のう

ちから、年度ごとに市長が委嘱する。 
 
（帳簿等の備付け） 
第１９条 補助事業者は、当該補助事業に関する帳簿を備え、その収入額及び支出額を記

載するとともに、その内容を証する書類を整備し、補助金の使途を明らかにしておかな
ければならない。 

２ 前項の帳簿等は、補助事業が完了した年度の翌年度から起算して５年間、これを保存
し、市長の要求があったときは、直ちに閲覧に供せるようにしておかなければならない。 

 
（財産の処分の制限） 
第２０条 補助事業者は、この補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を取得し、

又は効用の増加した年度から５年間は、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、
交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、「減価償却資産の耐用年数等
に関する省令」（昭和 40 年大蔵省令第 15 号）において 4 年以下となっているものにつ
いては、同省令の定めに準じた期間とする。 

２ 補助事業者は、前項の規定により定められた期間内において、処分を制限された取得
財産等を処分しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。 

 
（検査） 
第２１条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため、補助事業者の報告に基

づき、帳簿等関係書類及び物件、施設等を検査することができる。 
２ 補助事業者は、前項の規定に基づく検査を正当な理由なく、これを拒んではならない。 
 
（交付決定の取消し又は補助金の返還） 
第２２条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の

決定額の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を
返還させなければならない。 

（１）規則、この要綱、交付決定若しくは変更交付決定のときに付した条件又は市長の指
示に違反したとき。 

（２）補助金を交付の目的以外に使用したとき。 
（３）補助事業を中止し、又は廃止したとき。 
（４）補助事業に関する申請、報告、施行等について虚偽、その他不正な行為があったと

き。 
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（５）第４条各号のいずれかに反したとき。 
（６）第５条第２項各号のいずれかに該当したとき。 
（７）その他市長が補助金の運用を不適当と認めたとき。 
２ 市長は、補助金の交付の決定額の全部若しくは一部の取り消し、又は既に交付した補

助金の全部若しくは一部の返還を決定したときは、その旨を豊田市産業パワーアップ支
援補助金取消等通知書（様式第 9 号）により、補助事業者に通知するものとする。 

３ 前項の規定により、既に交付を受けた補助金の全部又は一部の返還を命ぜられた補助
事業者は、補助金の返還を命ぜられた日から起算して１５日以内に当該補助金を返還し
なければならない。 

 
（交付決定前の事業着手） 
第２３条 補助事業者は、事業目的達成のため、やむを得ず交付決定前に事業に着手する

必要がある場合には、豊田市産業パワーアップ支援補助金事業着手届（様式第１０号）
をあらかじめ市長に提出しなければならない。ただし、この届出の受理は、補助事業と
して補助金を交付決定することを保証するものではない。 

 
（事業内容の公表） 
第２４条 市長は、第９条に規定する採択審査結果、第１１条１項に規定する補助金交付

決定及び第１６条に規定する補助事業実績報告書の内容を公表することができる。 
 
（電子申請等） 
第２５条 この要綱における申請及び通知等は、豊田市情報通信技術を活用した行政の推

進等に関する条例（平成１８年条例第１号）の規定により、電子情報処理組織(市の機関
等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)とその手続等の相手方の使用に係る電
子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により
行うことができる。 

 
（職権修正） 
第２６条 市長は、補助金の交付事務を行うに当たり、申請者から提出された第８条に規

定する書類、補助対象事業者から提出された第１０条に規定する書類又は補助事業者か
ら提出された第１４条第１項若しくは第１６条に規定する書類に不備があるときは、当
該職員にこれを修正させることができる。 

 
（委任） 
第２７条 この要綱で用いる様式及び添付書類並びにこの要綱に定めるもののほか、必要

な事項は、市長が別に定める。 
 

附 則 
（施行期日） 

１ この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 
（この要綱の失効） 

２ この要綱は、令和１０年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの



7 

要綱の規定に基づき交付申請がなされた補助金に関しては、同日後も、なお効力を有す
る。 

 
   附 則 

（施行期日） 
１ この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 
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様式第１号（第８条関係） 
 

豊田市産業パワーアップ支援補助金 採択申請書 
 

年  月  日  
豊 田 市 長 様 

住 所 〒 
 

屋   号  

氏 名  

（法人の場合は、所在地、法人名及び役職名・代表者名） 
電 話 番 号 （    ）   － 

※日中、連絡がつく番号をご記入ください 
 
豊田市産業パワーアップ支援補助金交付要綱第８条の規定により、下記のとおり申請し

ます。 
記 
 

事業名  

補助金申請額 金            円 

事業の実施場所 住所︓ 

  
＜補助金申請の同意・誓約事項＞ 
 

内容 同意・誓約欄 

１ 豊田市税を滞納していません。 ☐ 

２ 本補助金の交付事務に必要な内容に関し、法人・任意団体等
の場合は市税の収納状況を、個人・個人事業主等の場合は住
民基本台帳の閲覧及び市税の収納状況を確認することに同意
します。 

☐ 
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＜添付書類＞ 
（１）採択事業計画書（様式第１号－２） 
（２）採択事業経費明細書（様式第１号－３） 
（３）申請者の概要（様式第１号－４） 
（４）役員名簿（様式第１号－５）※法人のみ 
（５）支援計画書（様式第１号－６） 
（６）市内における１年以上の事業実績が確認できる書類 ※要領参照 
（７）見積書、カタログなど補助対象経費がわかる書類 
（８）履歴事項全部証明書 ※法人のみ ※３か月以内に発行されたものに限る 
（９）定款、寄付行為、規約その他これらに類する書類 ※法人のみ 
（１ ０）住民票 ※個人事業主のみ 
（１１）採択審査加点書類 ※加点希望者のみ、要領参照 
（１２）採択申請チェックシート（要領別紙３） 
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 様式第１号－２（第８条関係） 
 

採択事業計画書 
（１）事業内容 

１．補助対象事業の内容（どれか一つにチェック） 

□事業転換        □事業拡大        □業務効率化 

２. 取り組む事業の業種 

□商業          □建設業 

３．事業着手予定日 

   年   月    日から 
４．本事業を実施する背景・必要性 
（地域課題や貴社事業の課題と、課題解決の目的を交えてご記入ください。） 
 

５．具体的な取り組み内容（取扱商品、サービス、販売計画等についてご記入ください。
図や写真の添付も可能です。） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
６．オリジナル性（商業）又はチャレンジ性（建設業） 
（他社の取り組みとの違い又は新しい取り組みや従来にない挑戦をご記入ください。） 
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７．実効性（事業を実現するための体制、資金の採算性、具体的なスケジュール等をご記
入ください。） 
 

８．将来性（事業の将来的な発展性や継続性、今後の展望をご記入ください。） 

 

9．本事業の期待される効果（当てはまる項目にレ点をご記入ください。※複数可） 

☐市民や顧客の利便性・生活の質の向上に寄与する 
☐市民や顧客の満足度向上に寄与する 
☐地域の雇用の維持・創出につながる 
☐地域資源の活用に貢献する 
☐脱炭素・省エネ・食品ロス等環境負荷低減に貢献する 
☐従業員の負荷軽減・労働環境の改善につながる 
☐事業のコスト削減・時間短縮・効率化につながる 
☐事業の売上向上につながる 
 
取り組む業種が「商業」の場合 
☐商店街や地域拠点のにぎわい創出に貢献する 
☐新商品・サービスの提供により地域消費を拡大する 
☐地域ブランドや特産品の発信に寄与する 
 
取り組む業種が「建設業」の場合 
☐地域インフラ（道路・建物等）の維持管理や品質向上に貢献する 
☐災害対応・防災力の強化に資する 
☐安全性向上に寄与する 
 
その他特筆すべき効果を以下にご記入ください。 
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（２）事業の評価 

１．成果の指標 

 

２．目標値 

 

３．評価・効果検証方法 

 

 

（３）専門家派遣 

専門家派遣の有無及び助言内容 

（有・無） 
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様式第１号－３（第８条関係） 
 

採択事業経費明細書 
 
１ 資金調達（消費税抜き） 

項 目 予 算 額（税抜） 

自己資金額  

借入額  

補助金申請額合計 
（千円未満切捨て） 

 

合 計  

 
２ 必要経費（消費税抜き） 

補助対象経費名 必要理由 品名・個数 予算額（税抜） 

    

    

    

    

    

（１）機械装置費、システム構築費、建設・改修費に 
係る補助対象経費小計 

 

（２）機械装置費、システム構築費、建設・改修費に 
係る補助金申請額 

  （１）×２分の１ ※千円未満切捨て 
 

（３）備品費、ウェブサイト関連費、プロモーション費に 
係る補助対象経費小計 

 

（４）備品費、ウェブサイト関連費、プロモーション費に 
係る補助金申請額 

  （３）×２分の１ ※千円未満切捨て 
 

（５）（２）に２分の１を乗じて得た額と、（４）の額のいずれか小さ
い額  

（６）補助対象経費合計   （１）＋（３）  

（７）補助金申請額合計   （２）＋（５） ※上限100万円  
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様式第１号－４（第８条関係） 
申請者の概要 

 
 

屋号（個人の場合） 

又は 
法人名（法人の場合） 

 

代表者名（役職・氏名）  

自宅住所（個人の場合） 

又は 
本店所在地（法人の場合） 

 

担当者名  

電話番号／ＦＡＸ番号  

法人番号 ※１３桁 
（法人の場合） 

 

メールアドレス  

HP・SNS  

創業年月日  

業種・主な事業内容  

資本金の額（法人のみ）  

常時使用する従業員数  

小規模事業者の確認 
 

常時使用する従業員の数が製造業・建設業その他業種・宿泊業・
娯楽業では 20 人以下、卸売業・小売業・サービス業では 5 人以
下の事業者である。 
□はい  □いいえ 
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様式第１号－５（第８条関係） 
 

役 員 名 簿 
 

（法人名              ） 
 

役職名 
（フリガナ） 

氏名 
住所 生年月日 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

上記の役員は、暴力団員又は暴力団関係者ではないことに相違ありません 

注意 ・役員全員を記載すること。（代表者を含む） 
   ・役員を置かない場合は、その団体の構成員とする。
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様式第 1 号－６（第８条関係） 

支援計画書 
年  月  日 

豊田市長様 

団 体 名  

担 当 者 名  

電 話 番 号 （    ）   － 
１．申請者に関すること 

申請者名  

現状と課題 

 

課題に対する取組 

 

 

２．支援に関すること 

支援方針 

 

支援計画 
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様式第２号（その１）(第９条関係)                     豊産振発第    号 

 
住    所   
名    称   
代表者役職・氏名            様 
 
 
 

豊田市産業パワーアップ支援補助金 審査結果通知書 
 
 

     年  月  日付けで採択申請のあった事業について、審査の結果、補助対象事業
に決定しましたので、豊田市産業パワーアップ支援補助金交付要綱第９条の規定により通知
します。 
 
 
    年  月  日 
 

豊田市長   
 
 

記 
 
１ 事業名  
 
２ そ の 他   ①この通知は、補助金の交付を決定するものではありません。 

補助金の交付を受けるには、市が別途周知する期日までに補助金交付
申請書の提出が必要です。 

②事業が採択申請のとおり実施できない場合や内容に偽りがあった場
合は、補助金の交付ができないことがあります。 

 

備考  
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様式第２号（その２）(第９条関係)                    豊産振発第   号 

 
住    所   
名    称   
代表者役職・氏名            様 
 
 
 

豊田市産業パワーアップ支援補助金 審査結果通知書 
 
 

     年  月  日付けで採択申請のあった事業について、審査の結果、下記の理由に
より補助対象事業に該当しませんでしたので、豊田市産業パワーアップ支援補助金交付要綱
第９条の規定により通知します。 
 
 
    年  月  日 
 

豊田市長   
 
 

記 
 
１ 事業名  
 
２ 理 由  
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様式第３号（第１０条関係） 

 

年  月  日  
豊 田 市 長 様 

住 所 〒 
 

屋   号  

氏 名  

（法人の場合は、所在地、法人名及び役職名・代表者名） 
電 話 番 号 （    ）   － 

※日中、連絡がつく番号をご記入ください 
 

豊田市産業パワーアップ支援補助金 交付申請書 
 

豊田市補助金等交付規則第４条の規定により、下記のとおり申請します。なお、補
助申請をする経費は、国、愛知県及びその他の機関から補助金等の交付を受けてい
る又は受けようとしている経費との重複はありません。 

 
                                        記 
 

事業名  

補助金申請額 金            円 

 
■補助対象経費に係る書類の管理について、以下の内容に同意・誓約してください。 

内容 同意・誓約欄 
(☑チェックしてください。) 

１ 補助金申請に係る経費の収支を明らかにした領収書類、帳簿、
通帳等は補助金申請を行った年度の翌年度から５年間保存し、
市からの求めがあった場合に提出することに同意します。 

☐ 
２ 豊田市が、補助事業の適正な実施を図るため、補助金交付前

又は交付後において、購入・設置した物品等の調査を依頼した
場合、必ず協力します。 

☐ 
 
＜添付書類＞※採択申請時から変更がない場合は省略可 
（１）事業計画書（様式第３号－２）  
（２）事業経費明細書（様式第３号－３） 
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様式第３号－２（第１０条関係） 
 

事業計画書 
 
以下、採択申請時からの変更点のみ記入 
１．事業名 

 

２．事業着手 

    年   月  日から 

３．事業実施場所 

住所︓ 

４．具体的な取り組み内容（取扱商品、サービス、販売計画等についてご記入ください。
図や写真の添付も可能です。） 
 

５．本事業の期待される効果 
（当てはまる項目にレ点をご記入ください。※複数可） 

☐市民や顧客の利便性・生活の質の向上に寄与する 
☐市民や顧客の満足度向上に寄与する 
☐地域の雇用の維持・創出につながる 
☐地域資源の活用に貢献する 
☐脱炭素・省エネ・食品ロス等環境負荷低減に貢献する 
☐従業員の負荷軽減・労働環境の改善につながる 
☐事業のコスト削減・時間短縮・効率化につながる 
☐事業の売上向上につながる 
 
取り組む業種が「商業」の場合 
☐商店街や地域拠点のにぎわい創出に貢献する 
☐新商品・サービスの提供により地域消費を拡大する 
☐地域ブランドや特産品の発信に寄与する 
 
取り組む業種が「建設業」の場合 
☐地域インフラ（道路・建物等）の維持管理や品質向上に貢献する 
☐災害対応・防災力の強化に資する 
☐安全性向上に寄与する 
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その他特筆すべき効果を以下にご記入ください。 
 

６．目標値 

 

７．評価・効果検証方法 
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様式第３号－３（第１０条関係） 
 

事業経費明細書 
 

以下、採択申請時からの変更点のみ記入 
 

１ 資金調達（消費税抜き） 
項 目 予 算 額（税抜） 
自己資金額  

借入額  
補助金申請額合計 

（千円未満切捨て） 
 

合 計  
 
２ 必要経費（消費税抜き） 

補助対象経費名 必要理由 品名・個数 予算額（税抜） 

    

    

    

    

（１）機械装置費、システム構築費、建設・改修費に 
係る補助対象経費小計 

 

（２）機械装置費、システム構築費、建設・改修費に 
係る補助金申請額 

  （１）×２分の１ ※千円未満切捨て 
 

（３）備品費、ウェブサイト関連費、プロモーション費に 
係る補助対象経費小計 

 

（４）備品費、ウェブサイト関連費、プロモーション費に 
係る補助金申請額 

  （３）×２分の１ ※千円未満切捨て 
 

（５）（２）に２分の１を乗じて得た額と、（４）の額のいずれか小さ
い額  

（６）補助対象経費合計   （１）＋（３）  

（７）補助金申請額合計   （２）＋（５） ※上限100万円  
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様式第４号（第１１条関係） 
豊産振発第    号  

 
住    所   
名    称   
代表者役職・氏名            様 

 
 

豊田市産業パワーアップ支援補助金交付決定通知書 
  
  

 年  月  日付けで交付申請のありました事業について、豊田市補助金等交付
規則第５条の規定により、下記のとおり補助金を交付することに決定します。 

 
     年  月  日 

 
     豊田市長        

 
記 

 
１ 事業名                           
 
２ 補助金の額     金                 円 
 

備考 
（補助条件等） 
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様式第５号（第１４条関係） 

 

年  月  日  
豊 田 市 長 様 

住 所 〒 
 

屋   号  

氏 名  

（法人の場合は、所在地、法人名及び役職名・代表者名） 
電 話 番 号 （    ）   － 

※日中、連絡がつく番号をご記入ください 
 

豊田市産業パワーアップ支援補助金 変更承認申請書 
 

年  月  日付け豊産振発第  号で交付決定のありました事業につい
て、下記のとおり事業計画を変更（廃止・中止）したいので、豊田市補助金等交付
規則第８条第１項の規定により承認されたく申請します。 

 
記 

 

事業名  

補助金変更申請額 金            円 

変更の理由  

 
 

＜添付書類＞※交付申請時から変更がある書類のみ提出 
（１）変更事業計画書（様式第５号－２） 
（２）変更事業経費明細書（様式第５号－３） 
（３）変更内容のわかる資料（見積書、カタログなど） 
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様式第５号－２（第１４条関係） 
 

変更事業計画書 
 

以下、交付申請時からの変更点のみ記入 
 

１．事業名 

 

２．事業着手 

    年   月  日から 

３．事業実施場所（変更がある場合のみ記入） 

住所︓ 

４．具体的な取り組み内容（取扱商品、サービス、販売計画等についてご記入ください。
図や写真の添付も可能です。） 
 

５．本事業の期待される効果 
（当てはまる項目にレ点をご記入ください。※複数可） 

☐市民や顧客の利便性・生活の質の向上に寄与する 
☐市民や顧客の満足度向上に寄与する 
☐地域の雇用の維持・創出につながる 
☐地域資源の活用に貢献する 
☐脱炭素・省エネ・食品ロス等環境負荷低減に貢献する 
☐従業員の負荷軽減・労働環境の改善につながる 
☐事業のコスト削減・時間短縮・効率化につながる 
☐事業の売上向上につながる 
 
取り組む業種が「商業」の場合 
☐商店街や地域拠点のにぎわい創出に貢献する 
☐新商品・サービスの提供により地域消費を拡大する 
☐地域ブランドや特産品の発信に寄与する 
 
取り組む業種が「建設業」の場合 
☐地域インフラ（道路・建物等）の維持管理や品質向上に貢献する 
☐災害対応・防災力の強化に資する 
☐安全性向上に寄与する 
 
その他特筆すべき効果を以下にご記入ください。 
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６．目標値 

 

７．評価・効果検証方法 
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様式第５号－３（第１４条関係） 
 

変更事業経費明細書 
 
以下、交付申請時からの変更点のみ記入 

 
１ 資金調達（消費税抜き） 

項 目 予 算 額（税抜） 
自己資金額  

借入額  
補助金申請額合計 

（千円未満切捨て） 
 

合 計  
 
２ 必要資金（消費税抜き） 

補助対象経費名 必要理由 品名・個数 
予算額（税抜） 

上段︓変更前 
下段︓変更後 

   
 
 

   
 
 

   
 
 

   
 
 

（１）機械装置費、システム構築費、建設・改修費に 
係る補助対象経費小計 

 
 

（２）機械装置費、システム構築費、建設・改修費に 
係る補助金申請額 

  （１）×２分の１ ※千円未満切捨て  

 

 

（３）備品費、ウェブサイト関連費、プロモーション費に 
係る補助対象経費小計 

 
 

（４）備品費、ウェブサイト関連費、プロモーション費に 
係る補助金申請額 

  （３）×２分の１ ※千円未満切捨て  

 

 
（５）（２）に２分の１を乗じて得た額と、（４）の額のいずれ

か小さい額  

（６）補助対象経費合計   （１）＋（３）  
 
 

（７）補助金申請額合計   （２）＋（５） ※上限100万円  
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 様式第６号（第１５条関係） 

豊産振発第    号  
 
住    所   
名    称   
代表者役職・氏名            様 
 

 
 

豊田市産業パワーアップ支援補助金 変更決定通知書 
  
  

 年  月  日付けで変更承認申請のありました事業について、変更を承認し
ましたので、豊産振発第   号で通知した補助金の交付決定を下記のとおり変更し、
通知します。 

 
     年  月  日 

 
   豊田市長        

 
記 

 
１ 事業名                           
 
２ 補助金の額     金                 円 
 

備考 
（補助条件等） 

 

 
 



29 
 

様式第７号（第１６条関係） 
 
 

年  月  日  
豊 田 市 長 様 

住 所 〒 
 
 

屋   号  

氏 名  

（法人の場合は、所在地、法人名及び役職名・代表者名） 
電 話 番 号 （    ）   － 

※日中、連絡がつく番号をご記入ください 
 

豊田市産業パワーアップ支援補助金 実績報告書 
 
 

年  月  日付豊産振発第  号で補助金の交付決定を受けた事業を完了しま
したので、豊田市補助金等交付規則第１０条の規定により、下記のとおり報告します。 

 

記 
 

事業名  

補助金申請額 金            円 

 
 

＜添付書類＞ 
（１）事業実績書（様式第７号－２） 
（２）事業経費報告書（様式第７号－３） 
（３）補助対象経費の支払い等を証明する書類の写し（領収書等） 
 ※領収書等の原本に補助金名、申請日を記入し、その写しをご提出ください。 

 （４）事業実施状況が分かる資料 
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様式第７号－２（第１６条関係） 
 

事業実績書 
 

実施年月日 
（実施期間） 

年  月  日 〜   年  月  日 

実施場所  

１．補助事業の実施内容（日付や場所などを用いて具体的に記入する） 
 

２．事業の成果及び評価（採択事業計画書の（２）事業の評価に基づいて記入する） 
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様式第７号－３（第１６条関係） 
 

事業経費報告書 
 

１ 資金調達（消費税抜き） 
項 目 実績額（税抜） 

自己資金額  

借入額  

補助金申請額合計 
（千円未満切捨て） 

 

合 計  

 
２ 必要経費（消費税抜き） 

補助対象経費名 必要理由 品名・個数 予算額（税抜） 

    

    

    

    

    

（１）機械装置費、システム構築費、建設・改修費に 
係る補助対象経費小計 

 

（２）機械装置費、システム構築費、建設・改修費に 
係る補助金申請額 

  （１）×２分の１ ※千円未満切捨て 
 

（３）備品費、ウェブサイト関連費、プロモーション費に 
係る補助対象経費小計 

 

（４）備品費、ウェブサイト関連費、プロモーション費に 
係る補助金申請額 

  （３）×２分の１ ※千円未満切捨て 
 

（５）（２）に２分の１を乗じて得た額と、（４）の額のいずれか小さ
い額  

（６）補助対象経費合計   （１）＋（３）  

（７）補助金申請額合計   （２）＋（５） ※上限100万円  
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様式第８号（第１７条関係） 
豊産振発第    号  

 
住    所   
名    称   
代表者役職・氏名            様 

 
 

豊田市産業パワーアップ支援補助金 確定通知書 
  
  

年  月  日付けで実績報告のありました事業について、豊田市補助金等交付
規則第１１条第１項の規定により、下記のとおり補助金の額を確定しましたので、通知
します。 

 
 

     年  月  日 
 

     豊田市長        
 

記 
 
１ 事業名                           
 
２ 補助金の額     金                 円 
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様式第９号（第２２条関係） 
豊産振発第  号 

 
住    所   
名    称   
代表者役職・氏名            様 
 

豊田市産業パワーアップ支援補助金取消等通知書 
 

年 月 日付け豊産振発第  号で交付決定を受けた事業について、豊田市産業パ
ワーアップ支援補助金交付要綱第２２条の規定により、次のとおり通知します。 

 
令和 年 月 日 
 

豊田市長           
 
 

取消する金額 金   円 

取消する理由 

 

補助金交付済額 金   円 

返還すべき金額 金   円 

返還を命じる理由 

 

返還命令日 令和 年 月 日 

返還期限 令和 年 月 日 
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様式第１０号（第２３条関係） 
 
 

年  月  日  
豊 田 市 長 様 

住 所 〒 
 
 

屋   号  

氏 名  

（法人の場合は、所在地、法人名及び役職名・代表者名） 
 

豊田市産業パワーアップ支援補助金 事業着手届 
 
  豊田市産業パワーアップ支援補助金の交付申請に当たり、下記のとおり補助金交付決
定前において事業に着手したいことから、豊田市産業パワーアップ支援補助金交付要綱第
２３条に基づき届け出ます。 
 なお、交付決定前に着手する事業に関して、補助対象とならなかった場合においても異
議の申し立てを一切行いません。 
 

記 
 
１．着手予定日 

    年   月  日 

２．交付決定前に事業に着手する理由 

 

 


